
石綿事前調査結果報告システムの入力例 

 

 石綿事前調査結果報告システムの「材料種類」の項目の入力方法が、事業者に

よって異なっているように見受けられます。 

 足立区内の工事については、以下の例を参考に入力してください。 

 

 なお、調査の対象となる材料自体がない場合は、その材料の欄は入力不要です。

例えば、吹付け材が使用されていない木造住宅の場合は、「吹付け材」の欄には

何も入れないでください。 

（次ページの「押出セメント成形板」、「パルプセメント板」を参照） 

 該当する材料がないのに、間違って有無を入力したときは、青い丸のところを

クリックすると入力を取り消しできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹付材の試料を採取し、分析して 

アスベスト非含有と確認した。 

設計図書に記載がない保温材を 

目視確認したところグラスウール

だった。 

設計図書で、煙突断熱のため耐火 

レンガを使用するとされていた。 

目視でカポスタックや石綿円筒管 

ではなく、耐火レンガと確認した。 

（含有無しと判断した根拠資料について） 

 報告システムには、建材の写真や分析結果、製造業者の証明等の根拠資料を添付

することはできません。工事現場に据え置いた調査報告書（大気汚染防止法により、

現場への報告書の据え置きが義務となっています。）に添付しておいてください。 

区の立ち入りの際に、報告書の内容を確認させていただく場合があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「建築材料等の製造者による証明」に関する注意事項 

 国土交通省の「石綿（アスベスト）含有建材データベース」に掲載されている

のは、製造会社の情報などでアスベスト含有と確認されたものに限られます。 

 「同データベースに掲載されていない」ことは、「建築材料等の製造者による

証明」には該当せず、この情報だけで「石綿無」と判断することはできません。 

 

（本資料作成） 
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間違って入力した場合は、

この青い●をクリックする

と、入力を取り消すことが

できます。 

平成 18 年 9 月 1 日以降に、屋根

部分の修繕でスレート板を新しい

ものに交換した記録があった。 

押出成形セメント板とパルプセメ

ント板は使用されていなかった。 

（有無の欄で何も選択しない） 

板の裏面の印刷内容を見て、商品

名、ロット番号等を確認し、製造

会社のホームページに掲載された

リストと対照して確認した。 


